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国
民
健
康
保
険
は
、
国
民
皆
保
険
の
基

盤
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、

そ
の
運
営
は
加
入
者
の
保
険
料
で
支
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

高
齢
化
や
医
療
技
術
の
高
度
化
に
よ
り
、

医
療
費
の
増
加
傾
向
は
続
い
て
お
り
、
市

の
国
保
財
政
は
悪
化
し
て
い
る
状
況
で
す
。

皆
さ
ん
に
安
心
し
て
医
療
を
受
け
て
い

た
だ
く
た
め
に
は
、
国
保
財
政
の
健
全
化

が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
適
正
受
診

や
保
健
事
業
な
ど
医
療
費
の
抑
制
に
つ
な

が
る
取
組
み
を
進
め
な
が
ら
、
必
要
な
保

険
料
を
確
保
し
て
い
き
ま
す
。

今
年
度
は
、
医
療
給
付
費
等
の
支
出
見
込

額
を
も
と
に
必
要
な
保
険
料
を
算
定
し
た
結

果
、
基
金
（
貯
金
）
の
一
部
を
取
り
崩
し
て

財
源
を
確
保
す
る
こ
と
で
保
険
料
率
を
据
え

置
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

基
金
で
の
対
応
に
も
限
界
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
今
後
３
年
間
で
保
険
料
率
を
適
正
な
水

準
に
見
直
す
こ
と
と
し
ま
す
。

●
国
民
健
康
保
険
料
を
軽
減
し
ま
す

一
定
の
所
得
以
下
の
世
帯
に
対
し
て
、
均
等
割
額
と
平
等

割
額
を
軽
減
（
７
割
・
５
割
・
２
割
）
し
ま
す
。
軽
減
は
、

前
年
の
所
得
を
も
と
に
判
定
し
ま
す
。
所
得
の
な
い
人
も

「
所
得
ゼ
ロ
」
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
国
民
健
康
保
険
料
の
軽
減
を
拡
充
し
ま
す

５
割
軽
減
の
拡
大

世
帯
の
被
保
険
者
数
に
世
帯
主
を
含
め
る
こ
と
で
、
５

割
軽
減
の
対
象
を
拡
大
し
ま
す
。

２
割
軽
減
の
拡
大

被
保
険
者
数
に
乗
じ
る
金
額
を
35
万
円
か
ら
45
万
円
に

引
き
上
げ
る
こ
と
で
、
２
割
軽
減
の
対
象
が
拡
大
し
ま
す
。

●
国
民
健
康
保
険
料
の
賦
課
限
度
額
に
つ
い
て

中
低
所
得
者
世
帯
の
負
担
軽
減
を
図
る
た
め
、
保
険
料
の

上
限
額
に
つ
い
て
、
支
援
分
を
14
万
円
か
ら
16
万
円
に
、
介

護
分
を
12
万
円
か
ら
14
万
円
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
上
げ
ま
す
。

●
非
自
発
的
失
業
者
は
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す

リ
ス
ト
ラ
な
ど
会
社
都
合
で
離
職
し
、
国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
人
の
う
ち
、「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
」

に
記
載
さ
れ
た
離
職
理
由
が
「
11
、
12
、
21
、
22
、
23
、
31
、

32
、
33
、
34
」
の
い
ず
れ
か
で
、
離
職
日
時
点
で
65
歳
未
満

の
人
は
、
届
出
に
よ
り
保
険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

●
国
民
健
康
保
険
料
の
納
付
は
10
回
で
す

国
民
健
康
保
険
料
は
、
年
度
単
位
（
４
月
〜
翌
年
３
月
）

で
計
算
し
、
１
年
間
の
保
険
料
を
６
月
〜
翌
年
３
月
の
10
回

に
分
け
て
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、
一
部
の
人
は
、

公
的
年
金
か
ら
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
納
付
方
法
は
６

月
中
旬
に
発
送
す
る
納
付
通
知
書
に
記
載
し
ま
す
。

●
納
付
通
知
書
は
世
帯
主
あ
て
に
送
付
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
料
は
世
帯
ご
と
に
計
算
し
、
納
付
義
務
者

は
世
帯
主
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
保
険
料
の
計
算
対
象
と

な
る
の
は
国
保
加
入
者
の
み
で
す
。

●
平
成
26
年
度
中
に
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
移

行
さ
れ
る
世
帯
主
の
納
付
方
法
に
つ
い
て

世
帯
主
が
75
歳
と
な
り
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
へ
移
行

す
る
年
度
の
保
険
料
の
納
付
方
法
に
つ
い
て
は
、
年
金
か
ら

の
天
引
き
は
中
止
し
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
る
納

付
と
な
り
ま
す
。

長
浜
市
国
保
の
現
状

市
民
の
約
25
％
が
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
で
す
。
年
々

加
入
者
数
は
減
少
し
て
い
ま
す
が
、
前
期
高
齢
者
（
65
歳
〜

74
歳
）
が
占
め
る
割
合
は
全
国
平
均
（
約
33
％
）
を
上
回
っ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
１
人
あ
た
り
の
医
療
費
の
増
加
は
保
険
料
の
引
上

げ
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
将
来
医
療
費
の
削
減
に
向
け
て
、

加
入
者
の
健
康
意
識
の
高
ま
り
、
特
定
健
診
の
受
診
率
向
上

に
つ
な
が
る
取
組
み
を
進
め
て
い
ま
す
。

■問
保
険
医
療
課
（
7
６
５
‐
６
５
１
２
）

税
務
課
（
7
６
５
‐
６
５
０
８
）、
北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所

国
民
健
康
保
険
の
料
率
を
据
え
置
き
ま
す

※１ 医療分 … 医療給付費（医療に係る費用の７割相当分）に充てるためのもので、被保険者
の皆さんに負担していただきます。

※２ 支援分 … 後期高齢者（75歳以上の人）の医療費の一部を支援するもので、被保険者の皆
さんに負担していただきます。

※３ 介護分 … 介護保険に要する費用に充てるためのもので、40歳以上64歳までの人（介護
保険の第２号被保険者）に負担していただきます。

平成26年度保険料率

所　得　割　額

均　等　割　額

平　等　割　額

賦 課 限 度 額

医療分※１

7.00％

22,100円

18,500円

510,000円

支援分※２

2.50％

7,700円

6,100円

160,000円

介護分※３

1.90％

8,800円

5,000円

140,000円

一部 
負担金 
(A)

保険料(C)

医療費総額 

国・県 
補助金 
(B)

保険料率の決め方
その年の医療費などの総額を推計し、

そこから皆さんが病院などで支払う一部

負担金(Ａ)と国や県からの補助金(Ｂ)な

どを差し引いた分が保険料(Ｃ)の必要額

になります。

必要な保険料を国保加入者に公平な負

担割合で、所得割・均等割・平等割に振

り分けて料率を決定します。

１世帯あたりの保険料額
国保加入者の所得、加入者数に料率を

掛け、平等割を加算することで、世帯の

保険料額が決まります。

＜参考例＞

加入者が２人でその総所得の合計が

130万円(市国保加入者の平均額)の世帯

の場合、１年間の保険料は176,350円と

なります。

※上記保険料は、130万円から33万円

(基礎控除)を控除した額で計算してい

ます。なお、介護分は含んでいません。

保
険
料
は
期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

納
期
を
過
ぎ
る
と
督
促
手
数
料
や
延
滞
金
が
発
生
し

ま
す
。
詳
し
く
は
、
納
付
通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
未
納
が
続
く
と
、
有
効
期
限
が
短
い
（
６
か
月
）

被
保
険
者
証
を
交
付
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
未
納
が

あ
る
と
限
度
額
適
用
認
定
証
※
の
交
付
や
人
間
ド
ッ
ク

の
助
成
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

※
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
と
は
、
医
療
機
関
の
窓
口

で
支
払
う
自
己
負
担
分
が
高
額
療
養
費
の
限
度
額
ま

で
に
な
る
証
明
書
の
こ
と
で
す
。

1人あたり医療費の推移 

平成21年度 

279,670円 

298,195円 

305,426円 
311,830円 

平成22年度 平成23年度 平成24年度 


